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6月まで、不正大麻・けし撲滅運動期間となっています。大麻・けしに係る事犯の発生を防止するた

めには不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪予防の観点から、自生する大麻・けしを一掃

することが重要です。（ 厚生労働省 薬物乱用防止に関する情報 より引用 ）

今回の安全安心だよりでは、大麻（アサ）と違法なけしの特徴についてご紹介します。

各地方厚生(支)局 麻薬取締部(支所) ・

都道府県薬務主管課 ・ 保健所 ・ 警察署 へご連絡ください

不正栽培・自生している大麻・けしを発見したら…

（不正大麻・けし撲滅運動ポスターより引用）


